
 

 

 

長崎市公益通報（外部）事務処理要領 

 

１ 目的 

この要領は公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号。以下「法」という。）

第２条第４項に規定する行政機関（以下「行政機関」という。）として、本市が外

部の労働者等からの公益通報に対して必要な事務処理を定めることにより、法の円

滑な運用を図るとともに、公益通報をした労働者等の保護を図ることを目的とする。 

 

２ 定義 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 労働者等 法第２条第１項各号に規定する者のうち、本市職員でない者をい

う。 

(2) 公益通報 法第２条第１項に規定する公益通報をいう。 

(3) 通報対象事実 法第２条第３項に規定する通報対象事実をいう。 

 

３ 通報の受付 

(1) 外部の労働者等からの公益通報の受付は、通報対象事実の法令違反行為につ

いて、処分や勧告等をする権限に関する事務を所掌する所属（以下「担当所属」

という。）が行う。 

(2) 担当所属は、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、公益通報者の氏名及び連

絡先並びに通報の内容等を確認し、公益通報受付票（様式１）に記録する。 

(3) 担当所属は、公益通報受付票を記録したときは、当該文書の写しを自治振興

課へ提出する。 

(4) 通報対象事実について、本市が法令等に基づき、処分や勧告等をする権限を

有しない場合は、権限を有する他の行政機関を公益通報者に教示する。 

 

４ 通報の方法 

電話、電子メール、ＦＡＸ、書面又は面会とする。 

 

５ 通報者の範囲 

 担当所属は、労働者等からの通報を受け付ける。 

 

６ 通報の処理 

公益通報を受け付けたときは、速やかに当該公益通報を受理するか否かを決定し、

公益通報者に対し、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受

理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理決定通知書（様式２）により遅

滞なく通知する。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。 

 

７ 調査 

(1) 担当所属は公益通報を受理した場合は、必要な調査を行う。 



(2) 前号の調査は、公益通報者の秘密を守るため、外部の第三者に特定されない

よう十分に配慮して行うものとする。 

 

８ 調査後の措置 

(1) 担当所属は調査の結果、必要があると認められる場合は、法令に基づく措置

を講じるものとする。 

(2) 担当所属は前号に規定する措置の内容を、関係者の秘密、信用、名誉、プラ

イバシー等に配慮しつつ、公益通報者に対し、公益通報調査結果・是正措置等

通知書（様式３）により遅滞なく通知するものとする。ただし、公益通報者が

通知を希望しない場合はこの限りでない。 

 

 

附則 

この要領は、平成 22 年 8 月 1 日から施行する。 

附則 

 この要領は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和４年６月７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

公益通報（外部）フロー図（網掛け部分） 
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労働者等 

（通報対象事実に関係

する事業者の労働者等） 

②行政機関 

（国、県、市） 

①事業者内部 

（労務提供先） 

③その他の事業者外部 

（報道機関、消費者団体など） 

公益通報受付票

を作成し、自治振

興課へ写しを提

出する。 

受付した所属が担

当の行政機関を教

示する。 

公益通報者へ公

益通報受理・不受

理決定通知書を

送付する。 

調査を行い、必要

なら事業者に是

正等を求める。 

公益通報者へ公

益 通 報 調 査 結

果・是正措置等通

知書を送付する。 

 

＊処分等の権限とは・・・ 

  

  法令違反行為等について、法令等に基づき、 

処分や勧告等をする権限 

処分等の権限＊に

関する事務を所

掌する所属が受

付を行う。 

他の行政機関（国、

県、他市町村）が処

分等の権限＊を有す

る場合 

長崎市が処分等の

権限＊を有する場

合 


